
今年も残り半月となりました。お手元に美しい風景や絵の

ついたカレンダーがありましたら、施設へのご寄付をお願いし

ます。ご寄付いただいたものは、お客様のお部屋に飾らせて

いただきたいと思います。ご協力をお願いいたします。

令和６年度第２回家族懇談会を、11月１７日（日）施設内にて開催しました。当

日欠席されたご家族ならびに代理人の皆様へ、以下の書類を請求書と合わ

せ同封しています。お手元に届きましたら、ご確認のください。よろしくお願

いいたします。

【送付物】

１．令和６年度第２回家族懇談会次第

２．基本的な介助について（※外出時における、車いす操作

に関する資料です）

３．国民健康保険および後期高齢者医療制度の健康保険証と

マイナンバーカードの一体化に伴う対応について

※１．令和６年１２月２日より紙媒体での保険証が、再発行等も含め

政府の方針で発行されません。

※２．施設としては、引き続き【マイナンバーカードおよび

マイナ保険証】については、お預かり出来ません。

健康保険証に替わり【資格確認書】を預からせていた

だきます。(不明な方は確認ください）

☆カレンダー寄付のお願い☆

田 柄 だ よ り
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11/17（日）家族懇談会以降、以下の点について面会緩和を実施させてい

ただいています。個別の外出や食事介助も可能となりました。

詳細については下記を参照いただくとともに、個別にご確認いただきた

いと思います。

【面会等の条件】

・面会時間内におけるご家族様マスク着用の上での差し

入れと食事介助についてできるようにします。なお、差し

入れの内容等につきましては、事前に相談ください。

※ご家族様がマスクを外して一緒に食べることについて

は、解禁できていません。ご注意ください。

・外出について、１～２時間飲食を伴わない外出ができるようになりまし

た。外出の際には、事前にご相談いただき、外出当日は外出届をご記

入いただきます。

※その他ご不明な点は事前に確認ください。

☆第２回家族懇談会のご報告☆

☆感染症発生経過報告☆

家族懇談会でも報告させていただきましたが、施設内にて

皮膚疾患である【疥癬】（カイセン）が発生しました。

感染されたお客様のご家族の皆様には既に報告させて

いただいていますが、11月12日の発生確認より12名

のお客様が感染しました。この間、皮膚科往診対応や通

院を行い、内服薬および軟膏を処方いただき対応しています。

現在は、ほとんどの方が回復し対応については解除されていますが、残

り3名の方については念のため対策を継続しているところです。

ご本人様はじめご家族様および代理人様には、ご心配

をお掛けし、申し訳ございません。

引き続き感染防止対策を継続するとともに、再発防止に

取り組んでいきたいと思います。皆様のご理解をお願い

いたします。

☆面会条件の緩和について☆
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